
１ ６

◆日時

　10月７日（金）

　☆鬼鹿公民館前　　　 9：00～10：00

　☆おにしか更生園前　10：20～11：20

　☆小平町役場前　　　13：00～14：40

　☆南るもい農協前　　15：00～16：00

※患者さんの輸血時の副作用を軽減するため、医療機

関では400ml 献血由来製剤の需要が年々増加して

いますので、400ml 献血に多くの方のご協力をお

願いいたします。

◎問い合わせ先

　保健福祉課福祉係（内線 273）

　　「知らなかったでは済まされない！

　　　　　　　　　　まさかのための『自賠責』」

　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるもの

の、平成27年の事故発生件数は約54万件、死傷者数は

約67万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害

者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。

　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっ

ても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。

　自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク１台

ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任

を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する

制度であり、被害者の救済を目的としています。

　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、

保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・

認識することがとても大切です。

◆自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本

的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に

基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入

が義務づけられており、自賠責保険・共済なしで運行

することは法令違反ですのでご注意ください！

◎問い合わせ先

　北海道運輸局旭川運輸支局　緯 0166－51－5272

　平成28年４月分から平成29年３月分までの国民年

金保険料は、月額16，260円です。保険料は、日本年金

機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・

コンビニで納めることができます。また、クレジット

カードによる納付やインターネット等を利用しての納

付、そして便利でお得な口座振替もあります。

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限まで

に納めていただけない方に対して、電話、書面、面談

により早期に納めていただくよう案内をおこなってお

ります。

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによっ

て督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合

は、延滞金が課されるだけではなく、※納付義務のあ

る方の財産を差し押さえることがありますので、早め

の納付をお願いします。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免

除される制度や猶予される制度がありますので、市区

役所・町村役場の国民年金窓口へご相談するようお願

いします。

※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務

を負う配偶者及び世帯主になります。

◎問い合わせ先

　留萌年金事務所　　緯 43－7211

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と

いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族

基礎年金が受けられない場合があります。

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが

困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保

険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」

がありますので、住民登録をしている市区役所及び町

村役場の国民年金担当窓口で手続きをしてください。

申請書は窓口に備え付けてあります。

　平成28年度の免除等の受付は平成28年７月１日か

ら開始され、平成28年７月分から平成29年６月分ま

での期間を対象として審査を行います。

　また、申請ができる過去期間については、申請書を

提出した日から２年１カ月前までになります。

　失業等により保険料を納付することが経済的に困難

になったものの、申請を忘れていたために未納期間を

有している方等は、一度、市区役所・町村役場の国民

年金窓口または年金事務所へご相談ください。

◎問い合わせ先

　留萌年金事務所　　緯 43－7211

国民年金保険料免除等の申請について

献血車ひまわり号が来庁します ！ ！
～献血はみんなのできる助け合い～

自賠責保険・自賠責共済のご案内

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう




